
輸出注意事項１２第７８号・平成12･12･18貿局第２号

平成１２年１２月２７日

貿 易 局

「特定包括輸出許可等について」の一部改正について

「特定包括輸出許可等について」（平成８年９月６日付け８貿局第３７６号・輸出注意事項

８第２２号）の一部を下記のように改正し、平成１２年１２月２７日から実施する。

記

別記第４の８の文中「第３号ロ」を「第３号ロ若しくはハ」に改める。

別記第８の６の文中「第３号ロ」を「第３号ロ若しくはハ」に改める。


